
ごみ集積場所の補助金の流れについて 

① 令和７年度ごみ集積場所等整備事業の実施予定調査の案内（今回送付） 

 

② 町内会・自治会等で令和７年度設置協議 

  

③ 「ごみ集積場所等整備事業実施予定調書」（今回送付）の提出 

（資源循環推進課へ令和６年９月30日（月）までに提出） 

 

④ 補助金申請書等の受理 

（資源循環推進課から交付対象となる町内会・自治会等へ令和７年４月に送付予定） 

 

⑤ 設置場所の土地使用の同意又は許可の協議を行い、同意書等を得る。 

      

⑥ 補助金の申請 

（書類が整い次第、資源循環推進課へ提出） 

 

⑦ 書類の審査 

 

⑧ 補助金の交付決定通知 

（資源循環推進課から町内会・自治会等の事務担当者へ決定通知送付） 

 

⑨ 発注・事業（ごみ集積場所又は資源一時保管場所の設置）の着手 

 

⑩ 事業完了報告、補助金の請求 

    

⑪ 書類の審査 

 

⑫ 補助金額確定通知 

（資源循環推進課から町内会・自治会等の事務担当者へ決定通知送付） 

 

⑬ 補助金の交付 

（町内会・自治会等の口座へ振込み） 

令和６年度 

令和７年度 


